
共
通
編

 
修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
共
通
編
 

 Ⅱ
-
5
-
②
-
3
0 

J
4
、
J
5
条
件
の

削
除
 

 (
注
)
1
、
2
の
削

除
 

(
注
)
3
の
記
載

修
正
 

 

 

 



共
通
編

 
修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
共
通
編
 

 Ⅱ
-
5
-
②
-
3
1 

J
4
、
J
5
条
件
の

削
除
 

 (
注
)
1
、
2
の
削

除
 

(
注
)
3
の
記
載

修
正
 

 

 
 

 



共
通
編

 
修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
共
通
編
 

 Ⅱ
-
5
-
⑥
-
9
 

J
3
、
J
4
条
件
の

削
除
 

 (
注
)
3
、
4
の
削

除
 

(
注
)
5
の
記
載

修
正
 

 

 
 

 



共
通
編

 
修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
共
通
編
 

 Ⅱ
-
5
-
⑥
-
1
0 

J
3
、
J
4
条
件
の

削
除
 

 (
注
)
2
、
3
の
削

除
 

(
注
)
1
、
4
の
記

載
修
正
 

 

 
 

 



共
通
編

 
修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
共
通
編
 

 Ⅱ
-
5
-
⑯
-
4
 

J
4
、
J
5
条
件
の

削
除
 

 (
注
)
5
、
6
の
削

除
 

(
注
)
7
の
記
載

修
正
 

 

 
 

 

 



河
川
・

道
路
編

 
修

正
箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
 Ⅳ
-3
—⑤

-
1 

 路
上
路
盤
再
生

工
 

 記
載
の
追
加
 

 １
．
適
用
範
囲
 

本
資
料
は
，
ス
タ

ビ
ラ
イ
ザ
に
よ

る
路
上
混
合
作

業
の
路
上
路
盤

再
生
工
に
適
用

す
る
。
 

1
－
1
 適

用
出
来

る
範
囲
 

(
1)
 
ス
タ
ビ
ラ

イ
ザ
に
よ
る
混

合
深
さ
4
0
㎝
以

下
の
場
合
 

(
2)
 
既
設
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
舗
装

版
を
同
時
に
混

合
す
る
際
の
舗

装
版
厚
が
15
㎝

以
下
の
場
合
 

1
－
2
 適

用
出
来

な
い
場
合
 

(
1)
 
路
上
路
盤

再
生
工
の
一
連

作
業
を
即
日
で

施
工
す
る
場
合

（
急
速
施
工
）
 

な
お
，
一
連
作
業

と
は
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
舗
装
切
削

工
か
ら
路
上
路

盤
再
生
工
，
ア
ス

フ
ァ
ル
ト
舗
装

工
ま
で
の
施
工

で
あ
る
。
 

 

 

 

変
更
 



電
気
通

信
編
 

修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
 Ⅶ
-
1
-
1 

 「
国
土
交
通

省
直
轄
の
」
の

文
言
削
除
 

  

 

 

削
除

 



電
気
通

信
編
 

修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
 Ⅶ
-
2
-
8 

 ３
労
務
費

（
２
）
 

（
イ
）
「
賃
金

実
態
調
査
単

価
」
を
「
設
計

単
価
編
 
労

務
単
価
」
に
記

載
変
更
 

 （
ロ
）
「
公
共

工
事
設
計
労

務
単
価
」
を

「
設
計
単
価

編
 
労
務
単

価
」
に
記
載
変

更
 

 

  

 

 

変
更

 

変
更

 



機
械
設

備
編
 

修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
機
械
設
備
編
 

 Ⅸ
-
1
-
2 

 「
各
地
方
整

備
局
及
び
北

海
道
開
発
局

所
管
の
直
轄

工
事
の
」
を
削

除
 

 

 

削
除

 



機
械
設

備
編
 

修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
機
械
設
備
編
 

 Ⅸ
-
1
-
1
2
 

 「
大
臣
官
房

参
事
官
（
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
）

が
別
」
 

 
 
↓
 

「
設
計
単
価

編
 
労
務
単

価
」
に
修
正
 

 

 
 

 

変
更

 



機
械
設

備
編
 

修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
機
械
設
備
編
 

 Ⅸ
-
1
-
1
3
 

 「
大
臣
官
房

参
事
官
（
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
）

が
別
」
 

 
 
↓
 

「
設
計
単
価

編
 
労
務
単

価
」
に
修
正
 

  「
各
地
方
整

備
局
統
一
単

価
」
 

 
 
↓
 

「
設
計
単
価

編
 
労
務
単

価
」
に
修
正
 

  

 
 

 

変
更

 

変
更

 



機
械
設

備
編
 

修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
機
械
設
備
編
 

 Ⅸ
-
1
-
3
7
 

 設
計
単
価
の

扱
い
に
つ
い

て
記
述
を
変

更
。
 

次
ペ
ー
ジ
の

記
載
は
削
除
 

   

 
 

変
更

 



機
械
設

備
編
 

修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
機
械
設
備
編
 

 Ⅸ
-
1
-
3
8
 

 記
載
の
削
除
 

   

 
            

削
 
除
 

削
除

 



機
械
設

備
編
 

修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
機
械
設
備
編
 

 Ⅸ
-
1
-
4
3
 

 (
3
)
「
単
価
協

議
」
削
除
 

 削
除
に
伴
い
、

(
4
)
→
(
3
)
に

修
正
 

    

 
 

削
除

 
削
除

 



機
械
設

備
編
 

修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
機
械
設
備
編
 

 Ⅸ
-
2
0
-
1
 

 「
各
地
方
整

備
局
及
び
北

海
道
開
発
局

所
管
の
直
轄

工
事
の
」
を
削

除
 

   

 
 

削
除

 



機
械
設

備
編
 

修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
機
械
設
備
編
 

 Ⅸ
-
2
0
-
6
 

 「
大
臣
官
房

参
事
官
（
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
）

が
別
」
 

 
 
↓
 

「
設
計
単
価

編
 
労
務
単

価
」
に
修
正
 

  「
各
地
方
整

備
局
統
一
単

価
」
 

 
 
↓
 

「
設
計
単
価

編
 
労
務
単

価
」
に
修
正
 

  

 
 

変
更

 

変
更

 



機
械
設

備
編
 

修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
機
械
設
備
編
 

 Ⅸ
-
2
0
-
7
 

 「
公
共
工
事

設
計
労
務
単

価
」
 

 
 
↓
 

「
設
計
単
価

編
 
労
務
単

価
」
に
修
正
 

  

 
 

変
更

 



機
械
設

備
編
 

修
正

箇
所

 
修
正
内
容

 
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
書

 
千
葉
県

 
機
械
設
備
編
 

 Ⅸ
-
2
1
-
1
 

 「
各
地
方
整

備
局
及
び
北

海
道
開
発
局

所
管
の
直
轄

事
業
の
」
を
削

除
 

 

 
 

 

削
除

 


